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昨
年
「
月
、

「円
満
か
つ
円
滑
な
相
続
」
を
目

標
と
す
る
日
本
相
続
学
会
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の

設
立
を
記
念
し
、
リ
レ
ー
セ
ミ
ナ
ー
が
毎
月
開
催

さ
れ
た
。
平
成
２５
年
５
月
２０
日
に
開
催
さ
れ
た
第

６
回
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
税
理
士
の
池
畑
芳
子
氏
が

「成
年
後
見
制
度
と
遺
言
の
限
界
」
の
テ
ー
マ
で
、

税
理
士
・
社
労
士
の
本
格
参
入
で
注
目
さ
れ
る
、

認
知
症
の
高
齢
者
や
知
的
障
害
者
ら
の
財
産
管
理

を
担
う
成
年
後
見
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
話
し
、

後
半
で
は
遺
言
の
限
界
に
つ
い
て
５
つ
の
事
例
を

挙
げ
て
解
説
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、
成
年
後
見
制

度
の
概
要
と
特
徴
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

財
産
管
理
と
身
上
監
護

法
定
後
見
と
任
意
後
見
の
２
制
度

１
　
成
年
後
見
制
度
と
は

成
年
後
見
制
度
は
、

判
断

能
力
の
不
十
分
な
者
の
権
利

を
保
護
あ
る
い
は
擁
護
し
、

財
産
管
理
と
身
上
監
護
を
す

る
制
度
で
す
。

個
人
の
尊
巌
を
損
な
わ
ず
、

自
己
決
定
権
の
尊
重
と
ノ
ー

マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
の
理
念

に
基
づ
き
、
認
知
症
の
高
齢

者
、
精
神
障
害
者
ら
を
特
別

扱
い
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
人
々

の
自
己
意
思
、
残
存
能
力
の

活
用
に
よ
る

一
般
社
会

へ
の

参
加
を
促
し
な
が
ら
、

こ
れ

ら
の
人
々
の
権
利

を
擁
護
し
、
安
寧

な
社
会
を
目
指
す

こ
と
を
施
策
と
す

る
制
度
が
成
年
後

見
制
度
で
す
。

自
己
決
定

の
尊

重
に
よ
る
法
定
後

見
制
度
と
、
自
分
の
終
生
は

自
分
で
決
め
る
任
意
後
見
制

度
の
２
制
度
が
あ
り
ま
す
。

後
見
登
記
制
度
を
義
務
付

け
、
後
見
等
審
判
の
内
容
が

登
記
さ
れ
、

取
引
の
安
全
と

調
和
を
図
る
な
ど

の
為
、
限

ら
れ
た
者
以
外
は
情
報
を
入

手
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。

平
成
１２
年
４
月
１
日
よ
り

新
し
い
成
年
後
見
制
度
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

旧
制
度

の
も
と
で
は
、
禁

治
産

。
準
禁
治
産
宣
告
さ
れ

る
と
、
家

の

財
産
の
保
全

や
経
済
取
引

の
安
全
に
は

か
り
重
点
が

お
か
れ
、
個

人
の
尊
厳
や

自

己
決
定

の

尊
重
の
理
念

な
ど
は
大
切

に
さ
れ
ず
、

被
宣
告
者
は
戸
籍
に
記
載
さ

れ
る
な
ど
種
々
の
問
題
点
が

指
摘
さ
れ
、
法
改
正
が
さ
れ

ま
し
た
。

①
判
断
能
力
と
は

精
神
上
の
障
害

（認
知
症

・

知
的
障
害
・
精
神
障
害
等
）
に

ら

、事
警

義

葱

芳

を
欠
く
常
況
に
あ
る
者

（民

法
第
７
後
見
）
、
精
神
上
の
障

害
に
よ
り
事
理
を
弁
識
す
る

能
力
が
著
し
く
不
十
分
で
あ

る
者

（民
法
第
Ｈ
保
佐
）
、
精

神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を

弁
識
す
る
能
力
が
不
十
分
で

あ
る
者

（
民
法
第
１５
補
助
）

は
軽
度
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②

成

年

後

見

制

度

は

２

制

度
、

３
類
型

成

年
後

見

制

度

は

２

制

度
、
３
類
型
と
な
り
ま
す
。

①

法

定

後

見

制

度

…
後

見
、
保
佐
、
補
助

②
任
意
後
見
制
度
…
本
人

と
受
任
者
に
よ
る
契
約

（
自

主
契
約
）

０
成
年
後
見
等
の
申
立
動
機

成
年
後
見
等
の
申
立
動
機

の
１
位
は
財
産
管
理
の
問
題

で
す
。
日
本
人
の
人

口
調
査

に
よ
る
と
、
平
成
２５
年
３
月

現
在
総
人

ロ
ー
億
２
７
３
６

万
人
で
あ
り
、
年
齢
別
の
割

合
は
、
０
～
１４
歳
１２

・
３
％
、

‐５
～
６４
歳
６０

．
４
％
、

６５
歳

以
上
２７

・
３
％
と
な

っ
て
い

て

（
ぅ
ち
７５
歳
以
上
の
割
合

は
‐４

・
６
％
）
、
高
齢
化
社

会

が

確

実

に

進

ん

で

い
ま

す
。
平
均
寿
命
も
、
男
性
７８

．
７９
歳
　
女
性
８５

。
７５
歳
と

長
生
き
で
す
。

成
年
後
見
等
の
申
立
件
数

を
み
る
と
、
最
高
裁
判
所
の

成年後見制度の概要と特徴

概
況
報
告
で
は
、
平
成
２４
年

１
月
～
１２
月
の
１
年
間
に
お

け
る
成
年
後
見
関
係
の
数
値

は
、
右
表
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。申

立
件
数
を
見
る
と
、
前

年

の
３
万
１
４
０
２
件
よ
り

‐０

・
５
％
増
加
し
、
相
変
わ

ら
ず
後

見
開
始
の
審
判
の
申

立
が
多
い
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。
過
去
５
年

間
に
お
け

る
申
立
件
数
の

推

移

を

見

る

と
、
増
加
傾
向

に

あ

る

も

の

の
、
保
護
対
象

の
認
知
症
高
齢
者
等
の
３
５

０
万
人
の
０

。
９
％
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。

ま
た
、
審
理
期
間
２
か
月

以
内
に
終
局
し
た
も

の
は
、

約
８０

．
５
％
で
、
申
立
人
は
、

任
意
後
見
人
は
代
理
権
の
み

（
民
法
１３
１
１
）
に

つ
い
て

同
意
権
、
取
消
権
を
与
え
、

特
定
法
律
行
為
に

つ
い
て
は

代
理
権
を
与
え
保
護
を
図
り

ま
す
。

補
助

…
精
神
上
の
障
害
に

よ
り
判
断
能
力
が
不
十
分
な

者
に
、
同
意
権
、
取
消
権
、

（
民
法
１３
‐
１

一
部
）
、
特

定
法
律
行
為
に

つ
い
て
は
代

理
権
を
与
え
保
護
を
図
り
ま

す
。※

新
設
さ
れ
た
制
度
で
、

軽
度
の
判
断
能
力
に
減
退
の

あ
る
人

後
見
、
保
佐
、

補
助
と
も

に
、
日
用
品
の
購
入
そ
の
他

日
常
生
活
に
関
す
る
行
為
に

つ
い
て
は
、
取
消
権
の
対
象

か
ら
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
々
に
保
護
さ
れ
る
側

の

人
を
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
、

被
補
助
人

（
以
下
、
成
年
被

後
見
人
等
）
と
い
い
ま
す
。

支
援
す
る
た
め
に
家
庭
裁
判

所
が
適
当
と
認
め
る
者
は
、

後
見
人
、
保
佐
人
、
補
助
人

（
以
下
、
成
年
後
見
人
等
）

が
あ
り
ま
す
。

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

成
年
後
見
人
等
を
監
督
す
る

た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
監
督
人

が
選
任
さ
れ
ま
す
。

②
任
意
後
見
制
度

本
人
が

健
常
の
う
ち
に
、

あ
ら
か
じ
め
任
意
後
見
人
と

公
正
証
書
で
任
意
後
見
契
約

を
締
結
し
ま
す
。
判
断
能
力

が
不
十
分
に
な

っ
た
と
き
、

家
庭
裁
判
所
の
選
任
に
よ
り

任
意
後
見
監
督
人
を
選
任
す

る
こ
と
で
契
約

の
効
力
が
生

ず
る
制
度
の
こ
と
で
す
。

任
意
後
見
人
に
は
代
理
権

の
み

あ

た

え

ら

れ

て

い

ま

す
。保

護

さ

れ

る

側

は

本

人

（
委
任
者
）
、
保
護
す
る
側

は
受
任
者

（
任
意
後
見
人
）
、

任
意
後
見
監
督
人
が
あ
り
ま

す
。平

成
１２
年
に
新
設
さ
れ
た

制
度
で
す
。

③
後
見
登
記
制
度

後
見
、
保
佐
、
補
助
に
関

す
る
登
記
と
任
意
後
見
制
度

の
登
記
制
度
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

取
引
の
安
全
と
調
和
を
図

リ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
等

の
観
点
か
ら
、

「制
度
の
利

用
状
況
等
を
登
記
」
す
る
と

と
も
に
、
情
報
の
入
手
を
限

定
さ
れ
た
者
以
外
は
不
可
能

と
し
た
制
度
で
す

（
東
京
法

務
局
の
後
見
登
記
等
フ

ァ
イ

ル
に
記
載
）
。

【注】審判により、民漱 10条
'項

以外についても同意権 取消権が付与される。(民法第 13条 1項 )
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'特
定の議律行為」は、申立の範囲内で家庭裁判所が定めるものに限る。

精神鑑定については、後見 保佐は原則 医師の鑑定が必要である.

支援者の権限は「同意権 取消権」と r代 理権」力
`あ

る。

「後見Jが開始された本人の選挙社の■限はなくなつた。

池畑 芳子 氏

1年間の成年後見等の申立件数

年 度 申立件数 後見開始 保佐開始 補助開始
任意後見

監督

H24/1～ 12 34,689 28,472 4,268 1,264 685

%

健
常
な
う
ち
に
契
約
締
結

２
　
成
年
後
見
制
度

の
特
徴

成
年
後
見
制
度
は
、
①
法

定
後
見
制
度
、
②
任
意
後
見

制
度
、
③
後
見
登
記
制
度
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
法
定
後
見
制
度

後
見
…
精
神
上
の
障
害
に

よ
り
判
断
能
力
を
欠
く
常
況

に
あ
る
者
に
代
理
権
、
取
消

権
を
後
見
人
に
与
え
る
制
度

で
本
人
の
最
高
の
保
護
を
図

り
ま
す
。

※
成
年
被
後
見
人
の
法
律

行
為
は
、
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る

（
民
法
９
条
）

保
佐

…
精
神
上
の
障
害
に

．よ
り
判
断
能
力
が
著
し
く

不

・十

分

な

者

に

、

そ

の
行

為

子
３６

・
１
％
、
兄
弟
姉
妹
１４

・

０
％
、
市
区
町
村
１３

・２
％
、

成
年
後
見
人
等
に
選
任
さ
れ

た

の
は
、
親
族
４８

・５
％
（
う

ち
子
２５

・
３
％
）
、
親
族
以

外
の
第

二
者
５‐

．
５
％
と
な

っ
て
お
り
、
制
度
開
始
以
来

初
め
て
、
親
族
以
外
の
第

二

者
後
見
人
等
が
全
体
の
５‐

．

５
％
選
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

成
年
後
見
監
督
人
等
の
選

任
が
ど

の
程
度
あ
る
の
か
は

不
明
で
す
が
、
申
立
動
機
を

見
る
と
、
財
産
管
理
処
分
を

多
く

の
方
が
希
望
し
て
い
ま

す
か
ら
、
相
当
数
の
者
が
後

見
監
督
人
に
選
任
さ
れ
て
い

る
と
類
推
さ
れ
ま
す
。

l年間の成年後見等の申立動機

年度 財産管理 介護保険 身上監護 相続手続

剛̈貶4/1～ 12 27,620 11.508 8,226 12,689

対事件織敏比 80% 33% 24% 18% 37%

成年後見人等の職務権限等の比較表

後見類型等

法定後見
任意後見

補 助 保 佐 後 見

要
　
件

判断能力

く対象者〉

精神上の障害によ

り事理 を弁議する

能力が不十分な者

精神上の障害によ

り事理を弁識す る

能力が著 しく不十

分な者

精神上の障害によ

り事理を弁議する

能力を欠く者

契約締結能力があ

る段階で契約、事

理弁識能力が不十

分な状態で開始

1鑑定等の

1 要否

診断書等 (原 則と

して鑑定不要 )

原則 として鑑定必

要

原則として鑑定必

要

手

"続 始
き の

請求権者

本人.配偶者、四親

検察官、任意後見受

書内の親族、他の類丞

任者 任意後見人 |
|の支援者 監督者

1意 後見監督人、市

本人、配偶者.四
親等内の親族、任

本人の 同意 必 要 不 要 不 要 原則として必要

機

関

本人 被補助人 被保佐人 成年被後見人

支援者 補助 人 保佐人 成年後見人 任意後見人

監 督者 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人 任意後見監督人

同
意
権
　
取
消
権

付与の範囲

特 定 の 法 律 行 為

〈民漬 13条 1項 の

範囲内 )

く申立ての範囲内〉

民法13条 1項 所定
の行為 【注】

日常生活に関する

行 為 以外 の 行 為

【同意権はない】

取消権はない

付与の審判 必 要 不要 不要

本人の同意 必 要 不要 不 要 不 要

取消権者 補 助 人 本人、保佐人 本人.成 年後見人

代
理
権

付与の範囲
特 定の法 律行為 特定の法律行為

く申立ての範囲内 )

必要

契約で付与 した範

付与 の審判 必要 不 要 不要

本人の同意 必要 必 要 不要 不 要

支
援
者
の
権

限
　
義
務

権限
同意 権  取 消 種 同意権 取

'肖

権

代理柱
取消権 代理権

義務

本 人 の 意 思 の こ

重、本人の0身の

状態及び生活状況

本 人 の 意 思 の 専

重、本人の心身の

状態及び生活状況

本人の意思の専

■、本人の0身の

状撼及び生活状況

本 人の 意 思 の■

重 本人の心身の

状態及び生活状況

制度を利用 した

場合の資格など

の制限

医師 税理士手の

資格や会社役員

公務員等の地位 を

医師 税理士等の

資格や会社役員、

公務員等の地位を

失うなど


